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2025-26年度国際ロータリーのテーマ一  真実かどうか
二  みんなに公平か
三  好意と友情を深めるか
四  みんなのためになるかどうか

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

RI会長　フランチェスコ・アレッツォ

よいことのために手を取りあおう
UNITE  FOR  GOOD

Club of
Kurayoshi East

「みんなと繋がり合おう」

償です。ご近所の方が火災保険に未加入の場合や、加入
していても保険金額が不十分だったときなどにも役立
ちます。
　類焼損害特約のほか、「失火見舞費用保険金」をつけら
れる火災保険もあります。この特約をつけると、損害を
与えた隣家に対して、見舞金として支払う費用が補償さ
れます。1世帯当たり20~30万円を限度とする商品が中
心です。
幹事報告
⃝�ロータリーレート2025年12月：1ドル156円
⃝�個人情報保護法に基づく基本ルールの遵守について
⃝�ガバナー月信12月号
⃝�例会変更…倉吉RC、米子RC、米子東RC
⃝�ロータリー財団への寄付ご協力のお願い
⃝�1月8日に臨時総を会開催することについて（案内）
⃝�来週12月11日（木）の例会では、は倉吉信用金庫理事長
による外部講師卓話があります。
⃝�12月11日（木）例会終了後、定例理事会を行います。
委員会報告
⃝�尾西正人雑誌副委員長より
　雑誌「ロータリーの友」12月号の紹介
⃝�出席報告
　　会 員 数 48名
　　出席会員 26名　欠席会員 18名
　　　　　　　　　　免除会員  4名
　　本日出席率　　   59.09％
⃝�スマイル報告
　・�福井雅人会員：忘年ゴルフコンペで準優勝とニアピンを
いただいて

　・�川本博文会員：忘年ゴルフコンペお疲れさまでした。万
馬券が当たりました。

　・�岡野壮人会員：忘年ゴルフコンペでは川本幹事には大変
お世話になりました。三朝バイオリン美術館イベント「弦
展2025」ではご協賛をありがとうございました。また来年
もよろしくお願いいたします。

　・�藤原賢治会員：12月誕生日に寄せて
　・�尾西正人会員・吉田 誠会員：本日卓話をします
　・�欠席1件、遅刻1件
卓　　話

　
　　　吉田誠会員　　　　　　　尾西正人会員
閉　　会

令和7年12月4日（木）　　第2666回　　例会報告　　№2531
ソ ン グ　国歌・奉仕の理想
食　　事　洋食弁当
会長時間
　12月に入り、何かと気ぜわしいことと推察します。こ
の時期、火事が多いことでも知られています。
　先ごろ、大分市佐賀関で大規模火災があったのは記憶
に新しいところです。民家など180棟以上に延焼し、1人
が死亡、1人が負傷したということです。この寒空に身一
つで投げ出される理不尽さはなんと厳しいものでしょ
うか。
　ところで、もし隣近所で発生した火災に巻き込まれ、
自宅などが類焼した場合、被害に遭った人は火元の人に
賠償を請求できるのでしょうか？
　まず、住宅などで火事が発生し、周辺の建造物に火が
燃え広がって焼損させてしまった場合の法的責任につ
いてですが、日本では木造の建物が多く、木造家屋の類
焼と損害の拡大の危険性が高いことから、明治32年に
「失火責任法（失火ノ責任ニ関スル法律）」が定められて
以降、過失で火事を起こした「失火者」の責任が軽減され
ています。失火責任法は、木造家屋の火災による延焼に
限らず、さまざまな火災に適用されます。
　具体的には、失火によって他人の住宅に燃え広がった
り、人が死傷したりした場合であっても、失火者に「重
大な過失」がない場合、その人は損害賠償責任を負わな
いとされています。重大な過失に該当するかどうかは、
個々の事案ごとに具体的に判断されますが、詳しいと
ころは尾西会員が専門ですので、お任せしたいと思いま
す。
　ということで、自分の住宅や建物に損害があった場
合、自己の責任で何とか解決しなければなりません。自
己資金で賄う・代替建物を用意する・火災保険を掛ける
など自己の裁量で賄わなければなりません。
　手っ取り早いのは火災保険ですが、補償の細分化が進
んでいます。事故の種類を10区分以上に分けてある商品
もあります。どういう補償がついているのか確認してみ
てはいかがでしょうか。
　失火責任法は、持ち家、賃貸物件問わず適用されます。
ご自身の失火で隣家に損害を与えても、重過失ではない
限り損害賠償義務を負いません。
　しかし、賃貸物件にお住まいの方には損害賠償義務と
は別に、住宅を保有する大家さんに対して、借りたとき
と同じ状態に部屋を戻して返さなければならない義務
「原状回復義務」を負います。この原状回復義務には失火
責任法が適用されないため、借りている部屋を失火で燃
やしてしまった場合でも、大家さんに対しては、必ず借
り主が自己負担で部屋を元通りにするか損害賠償をし
なければなりません。借家人賠償責任補償がついている
か？
　最後に、火災保険に加入するメリットをお話します。
・他人に損害を与えたときの補償もつけられる
　ご自身の失火が元で周囲へ延焼するなど、近隣住民へ
の被害が生じた場合、たとえ失火責任法が適用されたと
しても、火元になったことによる心理的負担は大きいで
しょう。
　「類焼損害特約」を用意している保険会社もあります。
この特約は、失火責任法が適用されるかどうかによら
ず、火災や破裂・爆発でご近所に損害を与えたときの補


